
岡山市水道局訓令第１９号

庁 中 一 般

出先機関一般

岡山市水道局修繕対応事業者登録要綱を次のように定める。

平成２９年１２月２６日

岡山市水道事業管理者

今川 眞

（趣旨）

第１条 この要綱は，岡山市水道局（以下「局」という。）が給水装置の修繕工事（以下

「修繕工事」という。）を行う工事事業者に関する事業内容をお客様に情報提供するこ

とにより，お客様の利便性向上及び適正な修繕工事の施行を図るため，あらかじめ岡山

市水道局修繕対応事業者（以下「修繕対応事業者」という。）の事業者情報を登録する

ことについて必要な事項を定める。

（修繕工事の範囲）

第２条 修繕工事の対象範囲は，道路境界から下流側とする。

（修繕工事の費用）

第３条 修繕工事に必要となる費用の額は，お客様と修繕対応事業者との間で決定するも

のとする。

（登録の要件）

第４条 修繕対応事業者は，次の各号の全てを満たす修繕工事事業者とする。

(1) 岡山市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年市水道局管理規程第２号。

以下「事業者規程」という。）第５条の規定に基づく岡山市水道局指定給水装置工事

事業者として指定を受けていること。

(2) 事業者規程第７条第３項に規定する事業の休止中又は同規程第８条に規定する指定

の停止中でないこと。

(3)営業時間及び休業日を定めていること。

(4) 修繕工事受付及び施工対応地域を定めていること。

（登録の申込み）



第５条 登録を希望する修繕工事事業者は，岡山市水道局修繕対応事業者登録申込書（第

１号様式。以下「登録申込書」という。）を岡山市水道事業管理者（以下「管理者」と

いう。）に提出しなければならない。

（名簿への登録等）

第６条 管理者は，登録申込書を提出した修繕工事事業者が第４条の要件を全て満たして

いると認めるときは，当該修繕工事事業者を岡山市水道局修繕対応事業者登録名簿（以

下「登録名簿」という。）に登録し，局ホームページに掲載する等して一般の閲覧に供

するものとする。

（修繕対応事業者の責務）

第７条 修繕対応事業者は次の各号の責務を負う。

(1) 修繕工事の施行に当たり，水道法（昭和３２年法律第１７７号），岡山市水道条例

（昭和３３年市条例第２８号），事業者規程その他の関係法令等を遵守すること。

(2) お客様に出張費及び工事費用の概算見積金額を提示すること。

(3) 修繕工事着手前に，お客様に対し，次の事項について明確かつ平易に説明すること。

ア 掘削調査等が必要な場合の費用

イ 施工方法，使用材料，施工時間等

ウ 見積の内容

エ 修理証明書等の書類発行手数料

(4) 取引における公正を確保するとともに，修繕工事等の契約内容を明確に書面により

提示すること。

(5) お客様からの問い合わせに対し，迅速かつ適切に対応すること。

（報告の徴収）

第８条 管理者は，必要があるときは，修繕対応事業者に対し，工事の内容，工事代金等

について報告を求めることができるものとする。

（登録内容の変更）

第９条 修繕対応事業者は，登録名簿の登録内容に変更があるときは，速やかに岡山市水

道局修繕対応事業者登録変更届出書（第２号様式。以下「登録変更届出書」という。）

を管理者に提出しなければならない。ただし，事業所の名称又は所在地の変更について



は，事業者規程第７条による届出をもって登録変更届出書に代えることができる。

２ 管理者は，修繕対応事業者から登録変更届出書を受け取ったときは，登録名簿の登録

内容の変更を行うものとする。

（登録の取下げ）

第１０条 修繕対応事業者が登録の取下げを希望するときは，速やかに岡山市水道局修繕

対応事業者登録取下げ届出書（第３号様式。以下「登録取下げ届出書」という。）を管

理者に提出しなければならない。

２ 管理者は，修繕対応事業者から登録取下げ届出書の提出を受け取ったときは，当該修

繕対応事業者を登録名簿から抹消するものとする。

（登録の抹消）

第１１条 管理者は，修繕対応事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるとき

は，当該修繕対応事業者を登録名簿から抹消することができる。

(1) 第４条に規定する登録要件のいずれかを満たさなくなったとき。

(2) 第７条に規定する修繕対応事業者の責務を果たさなかったと認められるとき。

(3) 第８条に規定する報告の求めに対し，正当な理由なくこれに応じないとき又は虚偽

の報告を行ったとき。

(4) 局から連絡が取れず，事業内容を把握できないと管理者が判断したとき。

(5) その他修繕対応事業者としてふさわしくない事実が確認されたとき。

２ 管理者は，前項の規定により修繕対応事業者を登録名簿から抹消したときは，速やか

に岡山市水道局修繕対応事業者登録抹消通知書（第４号様式）により当該修繕対応事業

者に対し通知するものとする。

（局ホームページの掲載中止）

第１２条 管理者は，修繕対応事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるとき

は，当該修繕対応事業者の局ホームページの掲載を中止する。

(1) 前条第１項の規定により登録の抹消をされたとき。

(2) 登録名簿に登録されている電話番号で連絡が取れないとき。

（登録抹消後の再登録）

第１３条 登録を抹消された修繕工事事業者が再登録を希望するときは，第５条に規定す



る登録の申込みを行うものとする。ただし，第１１条第１項の規定により登録を抹消さ

れた修繕工事事業者は，本登録抹消の理由に係る事実が解消されたときに限り，再登録

の申込みを行うことができるものとする。

２ 管理者は，前項の規定による再登録の申込みを受けたときは，第６条の規定を準用し

て名簿への登録等を行うものとする。

（登録名簿の登録の更新）

第１４条 管理者は，毎月１０日までに受け付けた登録申込書，登録変更届出書及び登録

取下げ届出書並びに毎月１０日までに決定した登録抹消に伴う登録名簿の登録内容の変

更を，翌月１日（翌月１日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日，日曜日又は土曜日に当たるときは，その日後最初の休日，日曜日，土曜

日又は１月２日，１月３日でない日）までに行い，局ホームページの掲載を変更するも

のとする。ただし，管理者が特に必要と認める場合は，この限りでない。

（補則）

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，管理者が別に定める。

附 則

この訓令は，平成３０年１月１日から施行する。



第１号様式（第５条関係）

平成  年  月  日

岡山市水道局修繕対応事業者登録申込書

岡山市水道事業管理者 様

（申込者）

指 定 番 号    第          号

氏名又は名称

住 所

代表者氏名                 

電 話 番 号

岡山市水道局修繕対応事業者登録要綱第５条の規定に基づき、修繕対応事業者の登録の申

込みをします。

 なお、給水装置の修繕工事を施行するに当たっては、岡山市水道局修繕対応事業者登録要

綱の各規定を遵守し、お客様との契約内容を確実かつ誠実に履行します。

【登録事項】

当該給水区域で給水

装置工事の事業を行

う事業所

名称

所在地

営業時間
開始     時     分 から

終了     時     分 まで

休業日
※該当に 、複数選択可

土曜（ 第１ 第２ 第３ 第４）

日曜（ 第１ 第２ 第３ 第４） 祝日 夏季

年末年始  その他（               ）

電話番号
※携帯電話可、営業時間外は

記入任意

営業時間内

営業時間外

時間外相談
※いずれかに 

可能・ 不可能

修繕工事受付及び施

工対応地域
※該当に 、複数選択可

北区のうち旧岡山市  北区のうち旧御津町

北区のうち旧建部町  中区

東区のうち旧岡山市  東区のうち旧瀬戸町

南区のうち旧岡山市  南区のうち旧灘崎町

施工対応修繕工事
※該当に 、複数選択可

屋内配管     蛇口等漏水 トイレ漏水 

受水槽・ポンプ  給湯器   屋外配管（掘削有） 

40 ミリ以上給水管 

備考



第２号様式（第９条関係）

平成  年  月  日

岡山市水道局修繕対応事業者登録変更届出書

岡山市水道事業管理者 様

指 定 番 号    第          号

氏名又は名称

住 所

代表者氏名                  

電 話 番 号

岡山市水道局修繕対応事業者登録要綱第９条の規定に基づき、登録内容を変更したいので、

次のとおり届け出ます。

１ 変更事項及び内容

２ 変更年月日

        平成   年   月   日



第３号様式（第１０条関係）

平成  年  月  日

岡山市水道局修繕対応事業者登録取下げ届出書

岡山市水道事業管理者 様

指 定 番 号    第          号

氏名又は名称

住 所

代表者氏名                  

電 話 番 号

岡山市水道局修繕対応事業者登録要綱第１０条の規定に基づき、登録の取下げをしたいの

で、次のとおり届け出ます。

１ 取下げ理由

２ 取下げ年月日

        平成   年   月   日



第４号様式（第１１条関係）

岡山市水道局修繕対応事業者登録抹消通知書

指 定 番 号     第         号

氏名又は名称

住 所

代表者氏名               様

 岡山市水道局修繕対応事業者登録要綱第１１条の規定に基づき、登録の抹消をしましたの

で通知します。

１ 抹消理由

２ 抹消年月日

     平成   年   月   日

平成  年  月  日

岡山市水道事業管理者

                         水道局長          


